
 【システム障害】院外処方における継続投与の為の処方箋発行方法の事例について

下記のような処方箋を応需した際には、以下の手順にて対応をお願いします

　①前回の処方歴や調剤歴がわかる書類（お薬手帳や薬歴、前回処方箋の原本の写しなど）を準備
　②「処方箋内容等照会表（当センター薬局HPより出力可能ですが、この用紙以外でも可）」、「①で準備した書類」、「当日応需した下図の処方箋」を
　　そろえ、当センター薬薬連携室（06-6692-0252）へFAXにて疑義照会
　③当センターから調剤内容についての回答を行いますので、回答内容を確認し調剤をお願いします
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患者情報については通常の手書き処方箋と同様に記載され

継続必要な処方日数が手書きにて記載されます 

※こちらの処方箋は原本となる可能性があります。 

 当センターからの疑義照会の回答と一緒に大切にご保管くださ

い。 

 

 保険薬局のみなさまには大変なご迷惑をおかけいたしますが、 

 何卒ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。 


